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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】
 

回次 
第53期 

第２四半期 
連結累計期間 

第54期 
第２四半期 

連結累計期間 
第53期 

会計期間 
自平成26年３月１日 
至平成26年８月31日 

自平成27年３月１日 
至平成27年８月31日 

自平成26年３月１日 
至平成27年２月28日 

売上高 (百万円) 56,612 57,122 112,086 

経常利益 (百万円) 727 1,145 1,235 

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失（△） 
(百万円) △46 341 396 

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 0 320 482 

純資産額 (百万円) 27,782 28,260 28,068 

総資産額 (百万円) 53,390 51,093 53,690 

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期純損失

金額（△） 

(円) △4.29 31.35 36.43 

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額 
(円) － 31.30 36.37 

自己資本比率 (％) 52.0 55.3 52.2 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) 5,146 1,590 4,702 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) △1,586 △729 △716 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) △1,709 △2,767 △985 

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高 
(百万円) 6,314 5,559 7,466 

 

回次
第53期

第２四半期連結会計期間
第54期

第２四半期連結会計期間

会計期間
自平成26年６月１日
至平成26年８月31日

自平成27年６月１日
至平成27年８月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 22.11 33.88 

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第53期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存

在するものの１株当たり四半期純損失金額であるため、記載しておりません。

４．第54期第２四半期連結累計期間より、金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。な

お、比較を容易にするため、第53期第２四半期連結累計期間及び第53期についても百万円単位に組替えて

表示しております。

 

 

２【事業の内容】
 

 当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】
 
 当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券

報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

 

 

２【経営上の重要な契約等】
 
 当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。 

 

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
 
（１）業績の状況
 
 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による各種政策を背景に円安・株高傾向が続き、企業収

益と雇用情勢が改善するなど、景気は緩やかな回復基調となりました。しかしながら、個人消費においては、円安

による物価の上昇や消費税増税後の節約志向などから持ち直しの動きに遅れが見られ、先行き不透明な状況で推移

いたしました。 

 小売業界におきましては、円安の進行に伴う物価上昇を受けてお客様の消費動向はより慎重になっており、ま

た、食品主体の小売業には、商品の価格・品質・鮮度や接客サービス等あらゆる面でより高いレベルが求められ、

多様なニーズへの対応が必要とされてきております。加えて、原材料の高騰や人件費の更なる上昇が懸念されるな

ど、業界を取り巻く環境は依然として厳しいものとなりました。 

 このような環境の中、当社グループにおきましては、「毎日の生活に必要な商品を新鮮で美味しく、安く提供す

る事により、食生活を豊かにし地域社会に貢献する」という経営理念のもと、「地域のお客様に繰り返しご来店し

ていただける店づくり」に向け、『変化への対応』『スピード』を本年度のスローガンに掲げ、全社一丸となって

各施策の実行及び検証を行ってまいりました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は571億22百万円（前年同期比0.9％増）、営業利益は10億75百万

円（同50.4％増）、経常利益は11億45百万円（同57.4％増）、四半期純利益は３億41百万円（前年同期は46百万円

の四半期純損失）となりました。 

 

 セグメントの業績は、次のとおりであります。
 
 スーパーマーケット事業におきましては、お客様の低価格への要望が続く中、引き続き「生活応援セール」や

「水曜均一祭」の強化を行ってまいりました。「水曜均一祭」は、毎週恒例の企画となっており、食料品を中心に

お買い得商品を多数そろえ、好評を得ております。

 また、当社が加盟するニチリウグループ（日本流通産業株式会社）のプライベートブランド商品である「くらし

モア」や、連結子会社の株式会社サンコー食品による当社オリジナルの惣菜及び日配商品の拡販を積極的に行って

まいりました。

 商品面におきましては、「地産地消」の更なる推進のため、地元生産者グループとの意見交換会を定期的に開催

するとともに、安全・安心な地元農産物を安定的に仕入、販売できるように取り組んでまいりました。

 また、以前より取引のある青果物生産者グループが地元農産物の生産拡大やブランド化推進を目的に設立した、

株式会社方式の農業生産法人「ヤマザワ西蔵王高原ファーム」と連携を図り、ここで収穫された鮮度の良い野菜を

山形市内の店舗を中心として販売してまいりました。

 この結果、スーパーマーケット事業の売上高は504億21百万円（同0.7％増）となりました。
 
 ドラッグストア事業におきましては、競合他社の出店が激化するなか、主力の医薬品と化粧品の販売を強化して

まいりました。また、総合病院の門前薬局を中心に、調剤部門の売上が好調に推移いたしました。利益確保の面か

らは、セルフメディケーションに特化したプライベートブランド商品の販売を積極的に行ってまいりました。 

 この結果、ドラッグストア事業の売上高は66億95百万円（同2.2％増）となりました。 
 
 その他事業におきましては、惣菜及び日配商品を開発製造して当社グループへ納品しており、スーパーマーケッ

ト事業との連携を密にし、安全・安心で美味しいオリジナル商品の開発を行ってまいりました。

 この結果、その他事業の売上高は５百万円となりました。
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（２）財政状態の分析 
 
 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ25億96百万円減少し、510億93百万円

となりました。これは主に、借入金の返済により現金及び預金が減少したためです。

 負債は、前連結会計年度末に比べ27億88百万円減少し、228億32百万円となりました。これは主に、借入金が減

少したためです。

 純資産は、前連結会計年度末に比べ１億91百万円増加し、282億60百万円となりました。これは主に、四半期純

利益の計上により利益剰余金が増加したためです。なお、自己資本比率は55.3％となっております。

 

 

（３）キャッシュ・フローの状況
 
 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ19億６百万円減少し、55億59百万円（前連結会計年度末比25.5％減）となりました。

 営業活動の結果得られた資金は15億90百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が８億74百

万円、非資金損益項目である減価償却費が11億32百万円、そして仕入債務の増加額が４億17百万円あったこと等に

よるものです。

 投資活動の結果使用した資金は７億29百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が８億

13百万円、保険積立金の解約による収入が１億13百万円あったこと等によるものです。

 財務活動の結果使用した資金は27億67百万円となりました。これは主に、短期借入金の純減少額が22億35百万

円、配当金の支払額が１億79百万円あったこと等によるものです。

 

 

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題
 
 当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

 

（５）研究開発活動
 
 該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】
 

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 19,835,000

計 19,835,000

 

②【発行済株式】
 

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成27年８月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成27年10月13日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 10,960,825 10,960,825 東京証券取引所市場第一部
単元株式数

100株

計 10,960,825 10,960,825 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成27年10月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使によ

り発行された株式数は含まれておりません。

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

 
当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
 

決議年月日 平成27年６月26日

新株予約権の数（個）  215（注１）

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 2,150（注２）

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間
自  平成27年６月28日

至  平成57年６月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格      1,611

資本組入額   806

新株予約権の行使の条件 （注３）

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社の

取締役会の承認を要することとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
（注４）

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式の数 … 10株

２．新株予約権の目的となる株式の数 

 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、新株予約権

のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により

新株予約権１個当たりの目的である株式の数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これ

を切り捨てる。 

  調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率

 また、割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付

与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整される。
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３．新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を

経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

②新株予約権者が新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一度に行使するものと

し、また、１個の新株予約権の一部の行使はできないものとする。

③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるとこ

ろによる。

４．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株

式移転（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発

生日において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）を保有する場合につき、会社法

第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権

を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象

会社の新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約

権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画におい

て定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。

②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数

 新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社の普通株式とし、新株予約権の行使により付与す

る再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注２)に準じて決定す

る。

③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該

各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株

予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１円とする。

④新株予約権を行使することができる期間

 前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編

行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日

までとする。

⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定

する。

⑥新株予約権の譲渡制限

 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものと

する。

⑦新株予約権の取得に関する事項

 次の事項に該当した場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって新株予約権を無償で取得す

ることができる。

 イ 当社が消滅会社となる吸収合併に関する議案が株主総会（株主総会が不要な場合は取締役会）に

おいて決議された場合

 ロ 当社が完全子会社となる株式交換または株式移転に関する議案が株主総会（株主総会が不要な場

合は取締役会）において決議された場合

 ハ 吸収分割、新設分割に関する議案が株主総会において決議され、これにより新株予約権を無償で

取得することが妥当であると取締役会が認めた場合
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 
該当事項はありません。

 

 

（４）【ライツプランの内容】

 
該当事項はありません。

 

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高
（百万円）

平成27年６月１日～

平成27年８月31日
－ 10,960,825 － 2,388 － 2,200

 

 

（６）【大株主の状況】

    平成27年８月31日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％） 

有限会社ヤマザワ興産 山形県山形市末広町15番８号 1,011 9.23 

ヤマザワ取引先持株会 山形県山形市あこや町三丁目８番９号 831 7.58 

公益財団法人ヤマザワ教育振興基金 山形県山形市あこや町三丁目８番９号 736 6.72 

ヤマザワ産業株式会社 山形県山形市末広町15番８号 634 5.79 

株式会社山景 東京都世田谷区成城五丁目24番１号 611 5.58 

有限会社ヤマザワコーポレーション 山形県山形市末広町15番８号 531 4.85 

有限会社ヤマザワホーム 山形県山形市末広町15番８号 487 4.45 

株式会社ヤマザワ・エージェンシー 山形県山形市末広町15番８号 481 4.39 

株式会社山形銀行 山形県山形市七日町三丁目１番２号 340 3.11 

株式会社きらやか銀行 山形県山形市旅篭町三丁目２番３号 319 2.91 

計 － 5,986 54.61 
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成27年８月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式   76,600
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式 10,839,200 108,392 －

単元未満株式 普通株式   45,025 － －

発行済株式総数 10,960,825 － －

総株主の議決権 － 108,392 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が400株（議決権の数４個）含まれ

ております。

 

②【自己株式等】

平成27年８月31日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

（自己保有株式）

株式会社ヤマザワ

山形県山形市あこや

町三丁目８番９号
76,600 － 76,600 0.70

計 － 76,600 － 76,600 0.70

 

 

 

 

２【役員の状況】

 

 該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 

（１）当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内

閣府令第64号）に基づいて作成しております。 

 
（２）当社の四半期連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しており

ましたが、当第２四半期連結会計期間及び当第２四半期連結累計期間より百万円単位で記載することに変更いた

しました。 

 

２．監査証明について 

 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成27年６月１日から平

成27年８月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年３月１日から平成27年８月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。 
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

    （単位：百万円） 

  前連結会計年度 
(平成27年２月28日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成27年８月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 7,896 5,989 

受取手形及び売掛金 662 715 

商品及び製品 4,538 4,168 

仕掛品 0 0 

原材料及び貯蔵品 100 109 

その他 1,606 1,764 

貸倒引当金 △7 △7 

流動資産合計 14,797 12,740 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 14,540 13,919 

土地 16,292 16,270 

その他（純額） 2,128 2,624 

有形固定資産合計 32,961 32,815 

無形固定資産 2,261 2,043 

投資その他の資産    

その他 3,670 3,495 

貸倒引当金 － △1 

投資その他の資産合計 3,670 3,494 

固定資産合計 38,893 38,352 

資産合計 53,690 51,093 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 7,892 8,310 

短期借入金 6,785 4,550 

1年内返済予定の長期借入金 297 296 

未払法人税等 553 497 

賞与引当金 352 352 

役員賞与引当金 25 15 

ポイント引当金 570 598 

商品券回収損失引当金 73 58 

資産除去債務 29 35 

その他 4,828 4,245 

流動負債合計 21,408 18,959 

固定負債    

長期借入金 767 667 

退職給付に係る負債 771 710 

資産除去債務 933 936 

その他 1,741 1,558 

固定負債合計 4,213 3,872 

負債合計 25,621 22,832 

 

- 9 -

2015/10/14 09:38:20／15115707_株式会社ヤマザワ_第２四半期報告書



 

    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成27年２月28日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成27年８月31日) 

純資産の部    

株主資本    

資本金 2,388 2,388 

資本剰余金 2,205 2,205 

利益剰余金 23,472 23,681 

自己株式 △89 △87 

株主資本合計 27,977 28,187 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 86 65 

退職給付に係る調整累計額 △16 △16 

その他の包括利益累計額合計 69 49 

新株予約権 22 23 

純資産合計 28,068 28,260 

負債純資産合計 53,690 51,093 
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】
    （単位：百万円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年３月１日 

 至 平成26年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年３月１日 
 至 平成27年８月31日) 

売上高 56,612 57,122 

売上原価 41,096 41,495 

売上総利益 15,515 15,626 

販売費及び一般管理費    

給料 5,248 5,089 

賞与引当金繰入額 334 343 

役員賞与引当金繰入額 10 15 

退職給付費用 54 57 

ポイント引当金繰入額 569 598 

減価償却費 1,113 1,080 

その他 7,468 7,364 

販売費及び一般管理費合計 14,800 14,550 

営業利益 715 1,075 

営業外収益    

受取利息 2 2 

受取配当金 7 7 

役員保険解約益 － 61 

その他 25 20 

営業外収益合計 36 92 

営業外費用    

支払利息 18 14 

その他 5 8 

営業外費用合計 24 22 

経常利益 727 1,145 

特別利益    

固定資産売却益 － 2 

寄付金収入 30 － 

特別利益合計 30 2 

特別損失    

固定資産売却損 0 － 

固定資産除却損 0 9 

減損損失 503 262 

賃貸借契約解約損 － 1 

特別損失合計 504 273 

税金等調整前四半期純利益 253 874 

法人税、住民税及び事業税 275 465 

法人税等調整額 23 67 

法人税等合計 299 533 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 

△46 341 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △46 341 
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】
    （単位：百万円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年３月１日 

 至 平成26年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年３月１日 
 至 平成27年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 

△46 341 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 47 △20 

退職給付に係る調整額 － 0 

その他の包括利益合計 47 △20 

四半期包括利益 0 320 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 0 320 

少数株主に係る四半期包括利益 － － 
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

    （単位：百万円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年３月１日 

 至 平成26年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年３月１日 
 至 平成27年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前四半期純利益 253 874 

減価償却費 1,166 1,132 

減損損失 503 262 

賞与引当金の増減額（△は減少） 2 － 

受取利息及び受取配当金 △10 △10 

支払利息 18 14 

役員保険解約益 － △61 

たな卸資産の増減額（△は増加） 423 360 

仕入債務の増減額（△は減少） 2,491 417 

その他 653 △879 

小計 5,502 2,111 

利息及び配当金の受取額 10 9 

利息の支払額 △18 △14 

法人税等の支払額 △347 △516 

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,146 1,590 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出 △1,459 △813 

敷金及び保証金の差入による支出 △4 △12 

敷金及び保証金の回収による収入 28 27 

保険積立金の解約による収入 4 113 

その他 △155 △44 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,586 △729 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,076 △2,235 

配当金の支払額 △179 △179 

その他 △454 △352 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,709 △2,767 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,850 △1,906 

現金及び現金同等物の期首残高 4,464 7,466 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 6,314 ※ 5,559 
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【注記事項】

（会計方針の変更）
 
（退職給付に関する会計基準等の適用）

 「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成27年３月26日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付

見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を、従業員の

平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金

額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２四

半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減しております。

 この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が47百万円減少し、利益剰余金が32百万円

増加しております。また、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与

える影響は軽微であります。

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）
 
※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
 

 
前第２四半期連結累計期間
（自  平成26年３月１日
至  平成26年８月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成27年３月１日
至  平成27年８月31日）

現金及び預金勘定 6,595百万円 5,989百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △280 △430

現金及び現金同等物 6,314 5,559

 

 

（株主資本等関係）
 
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成26年３月１日 至平成26年８月31日）

 
１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年５月29日
定時株主総会

普通株式 179 16円50銭 平成26年２月28日 平成26年５月30日 利益剰余金

 
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年９月30日
取締役会

普通株式 179 16円50銭 平成26年８月31日 平成26年10月31日 利益剰余金

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成27年３月１日 至平成27年８月31日）
 
１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年５月28日
定時株主総会

普通株式 179 16円50銭 平成27年２月28日 平成27年５月29日 利益剰余金

 
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年９月29日
取締役会

普通株式 179 16円50銭 平成27年８月31日 平成27年11月２日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】
 
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成26年３月１日 至平成26年８月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

            （単位：百万円） 

  報告セグメント 

その他 

（注）１ 
合計 

調整額 

（注）２ 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（注）３ 

 

スーパー 

マーケット 

事業 

ドラッグ 

ストア 

事業 

計 

売上高              

外部顧客への売上高 50,054 6,552 56,606 6 56,612 － 56,612 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
372 0 372 2,348 2,720 △2,720 － 

計 50,426 6,552 56,979 2,354 59,333 △2,720 56,612 

セグメント利益 635 24 660 100 760 △44 715 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、惣菜及び日配商品を開発製造し、
製造された商品は主にスーパーマーケット事業で販売しております。

２．セグメント利益の調整額は、内部取引の消去10百万円、のれん償却額△55百万円によるものです。
３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を図っております。
 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

（単位：百万円）

 
 

 スーパーマーケット
事業

ドラッグストア
事業

その他 合計

減損損失 503 0 － 503

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成27年３月１日 至平成27年８月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

            （単位：百万円） 

  報告セグメント 

その他 

（注）１ 
合計 

調整額 

（注）２ 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（注）３ 

 

スーパー 

マーケット 

事業 

ドラッグ 

ストア 

事業 

計 

売上高              

外部顧客への売上高 50,421 6,695 57,116 5 57,122 － 57,122 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
390 0 390 2,376 2,766 △2,766 － 

計 50,811 6,695 57,507 2,382 59,889 △2,766 57,122 

セグメント利益 926 45 972 148 1,120 △44 1,075 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、惣菜及び日配商品を開発製造し、
製造された商品は主にスーパーマーケット事業で販売しております。

２．セグメント利益の調整額は、内部取引の消去10百万円、のれん償却額△55百万円によるものです。
３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を図っております。
 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

（単位：百万円）

 
 

 スーパーマーケット
事業

ドラッグストア
事業

その他 合計

減損損失 261 1 － 262
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（１株当たり情報）

 

 １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
 

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成26年３月１日
至 平成26年８月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成27年３月１日
至 平成27年８月31日）

(1）１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり

四半期純損失金額（△）
△4円29銭 31円35銭

（算定上の基礎）    

四半期純利益金額又は四半期純損失金額

（△）（百万円）
△46 341

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期

純損失金額（△）（百万円）
△46 341

普通株式の期中平均株式数（千株） 10,882 10,883 

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 － 31円30銭

（算定上の基礎）    

四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） － 19

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があ

ったものの概要

－ －

（注）前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在する

ものの１株当たり四半期純損失金額であるため、記載しておりません。

 

 

（重要な後発事象）

 

 該当事項はありません。

 

 

 

２【その他】

 

平成27年９月29日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）中間配当による配当金の総額．．．．．．．．．．．．．．179百万円

（ロ）１株当たりの金額．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16円50銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日．．．．．．．．．．平成27年11月２日

（注）平成27年８月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 

 該当事項はありません。
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  
 

平成27年10月13日

株式会社ヤマザワ 

取締役会 御中 
 

新日本有限責任監査法人 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

  公認会計士 押野 正德  印 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

  公認会計士 髙橋 和典  印 

 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社ヤマザワの平成27年３月１日から平成28年２月29日までの連結会計年度の第２四半期連結会

計期間（平成27年６月１日から平成27年８月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年３月１

日から平成27年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期

連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について

四半期レビューを行った。 

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠

して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚

偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整

備及び運用することが含まれる。 

 

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結

財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。 

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我

が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比

べて限定された手続である。 

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

 

監査人の結論 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般

に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ヤマザワ及び連結子会社

の平成27年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認

められなかった。 

 

利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

 

以 上
 

 （注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

    ２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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